
阪神・淡路大震災における

支援活動を通して学んだこと・提言

平成7年6月21日

「広がれボランティアの輪」連絡会議

支援活動展開の原則

1．大規模災害時の外部からの支援は，現地の支援

体制の確立を促し，市民が本来持つ力の回復を促

す支援でなくてはならない。今回の経験をボラン

ティア団体が相互に学びあう中で，よりよい支援

活動の展開方法を身につける必要がある

大規模災害時の外部からの支援は，現地の支援体

制の確立を促し，市民が本来持つ力の回復を促す支

援でなくてはならない。多くのボランティア団体は

そのような支援を心がけたが，このような大規模災

害での支援活動は初めての経験であり，支援活動展

開の方法が未確立であったことも認めざるを得ない。

海外での活動経験を持つNGOなどは外部支援を現

地化するためのノウハウを長い活動経験から確立し

てきている。今回も，現地の関係機関とのパートナ

ーシップづくり，情報共有化を始めとする外部から

の支援と現地の行政や民間団体との協働活動の枠組

みづくり，撤収のタイミングの見極めなど，経験に

裏打ちされた見事な活動があった。また，災害直後

の人命救助，その後の避難所等での生活支援，ライ

フライン復興後の支援活動など，状況の推移により

求められる支援内容が大きく変化することも今回身

をもって経験した。これらの経験を今後，ボランテ

ィア団体が分野を越えた広い経験交流をすることで

互いに学びあい，研讃する中で，よりよい支援活動

を展開方法を身につける必要がある。

2．ボランティア団体及びボランティアは，現地に

負担をかけない活動スタイルを確立する必要がある

支援活動にあたっては，現地に負担をかけないこ

とが最低限のルールである。多くのボランティアが

食料や寝袋を持参し活動した。また，ボランティア

団体も活動機材等を自前で調達し，現地に入ってい

った。この経験は銘記される必要がある。また，事

前に最低限の引継ぎを済ませ，移動の道中で研修を

するという取組もあったが，オリエンテーションや

引継ぎに要する現地の負担を軽減し，速やかに必要

な支援活動に入ることができ，効果的であった。

効果的な支援活動を進めるために必要なこと

3．高齢者，障害者，外国人等，大規模災害時の生

活困難がより深刻となる人々に対して，近隣の住

民，ボランティア，福祉サービス提供機関，行政

等によるきめの細かい支援体制を予めつくる必要

がある
 

今回の大震災で，最も深刻な生活困難に見舞われ

たのは高齢者，障害者等であったことは深く反省さ

れなくてはならない。特に，これらの人々の日常的

な把握が不十分であったり，近隣との関係が希薄で



あったため，震災後の状況把握には大きな困難があ

った。また，避難所，在宅における個別の福祉的支

援には多くの課題があった。

今後，高齢者，障害者等に対する近隣の住民やボ

ランティアによる安否の確認などの見守りネットワ

ークをつくるとともに，福祉サービス提供機関同士

の情報共有，災害時を予測した個別のきめの細かい

支援計画の策定等，関係者による支援体制を確立す

る必要がある。

4．大規模災害下におけるボランティア活動のコー

ディネーターのあり方について，今後，検討を深

めていく必要がある

今回，全国から支援ボランティア活動に駆けつけ

た人の8割近くが，初めてボランティア活動を行う

人々であった。それらの人々が適切に活動ができ，

自ら活動を発見していくよう支援するコーディネー

トの方法が，様々に模索された。今後も大規模な災

害が起こった時には，全国から多くの人々がボラン

ティアとして駆けつけると思われるが，その際に，

初めての人であっても適切な活動が行えるようなコ

ーディネートのあり方について今後とも研究し，開

発していく必要がある。

一方，日頃各地域で活動をしているボランティア

たちも大変な活躍をした。例えば，地域での会食活

動などを行っているボランティア団体が，機材，食

材等を全て持ち込み，交代で炊き出し活動を行い，

それによって継続的な食事の提供が可能となった。

このような支援活動の展開方法も非常に有効なもの

として銘記される必要がある。

5．専門職としてのボランティアコーディネーター

の確立と量的拡大を図るとともに，災害時を想定

した訓練，研修を行う必要がある

災害地のニーズの質を見極め，状況に応じた効果

的な支援プログラムを開発・実施するためには，訓

練された専門性の高いボランティアコーディネータ

ーが必要である。

被災地では，ボランティアに対してありとあらゆ

るニーズが寄せられる。また，状況変化が非常に早

く，ボランティアがすべきことも刻々変化する。例

えば，「立ち入り禁止の危険な住宅から家財をとりだ

してほしい」「壊れた屋根を直してほしい」など，ボ

ランティアが行うことが危険なニーズが寄せられた

際，ボランティアができることを見極め，被災者等

の理解を得，行政・専門機関等の必要な対応を促す

よう調整するのは，日頃からの業務経験を持つ専門

性の高いボランティアコーディネーターでなくては

できない。

わが国では，ボランティアコーディネーターの専

門職としての社会的な認知が低く，量的にも極めて

少ない。ボランティアセンター，ボランティア活動

推進団体，社会福祉施設，病院，企業等でボランテ

ィア活動プログラムの開発を行い，他機関，専門職

等との調整を行う専門性の高いボランティアコーデ

ィネーターの養成・設置拡大を図る必要がある。

また，これらのコーディネーターに対して，大規

模災害時を想定し，被災地の状況変化とボランティ

アによる援助プロセスの見通し，判断の考え方等に

ついての研修を行い，今回のような大規模な災害に

備える必要がある。

6．効果的な支援活動展開には民間団体同士のネッ

トワークが必要である

継続的，効果的な支援活動の展開には，被災地の

状況についての情報交換，お互いの活動の長所を補

うボランティア団体同士のネットワークが有効であ

った。ある地域では，NGO，ボランティア活動推進

団体，社会福祉協議会の間で，住民，ボランティア，

行政等への窓口機能，ボランティアの組織化・オリ

エンテーション・派遣等についての基本的な役割分

担が行われ，避難所の運営，掃除・引っ越し等のニ

ーズ，福祉ニーズ，保育・レクリエーション活動な

ど，単なる情報交換のレベルに止まらないお互いの

持ち味をいかした協働活動が行われた。

また，企業，労働組合，協同組合等は，それぞれ

の特徴を活かし組織的・継続的な支援活動を展開し

たが，ボランティア休暇等を利用した継続的なボラ

ンティアの参加，物資・機材の調達，ボランティア

の活動拠点の提供等において，これら組織の持つ人

的，物的資源はボランティア団体にとって貴重な資

源となった。

今後，ボランティア団体，企業，労働組合，協同

　



組合等の相互交流，協働関係を深めるとともに，大

規模災害を想定し，ボランティア，住民，行政等に

対する窓口及びネットワークの事務局機能，活動を

行う際の資源調達，役割分担，協働の研修等を各地

域で行う必要がある。また，ボランティア，ボラン

ティアリーダー，ボランティアコーディネーター等

の人的資源及びそれぞれが持つ活動拠点，資材など

の社会資源についての基礎的情報の登録，共有も進

める必要がある。

7．救援物資については，より効果的な支援となる

よう，方法を抜本的に改める必要がある。そのた

めには，市民一人ひとりの理解と協力が必要不可

欠である

物資の提供は，今後も重要な柱として行われる必

要があるが，一方，物資による支援方法には多くの

問題点があり，改善を要する。

今回，非常に多くのボランティアが現地での救援

物資仕分けに従事したが，これらのボランティアの

労力は，できるだけ直接の支援活動に振り向けられ

るほうが本来は望ましい。また，すでに現地で不要

となった物資が大量に寄せられる，在宅での生活者

に充分な物資が行き渡らない等，様々な問題も生じ

た。

これらの問題は，相当の混乱がある中で，現地が

直接物資の調達・受入れ・配送等の調整をせざるを

得なかったために生じた無理からぬものである。基

本的には，物資の支援システム全体を抜本的に改め，

現地に負担をかけない仕組みづくりが必要である。

ひとつは，物資配送のルールをつくることである。

多種多様な救援物資を－梱包とし送ってくるケース

があったが，その仕分けには非常に多くの人手が必

要となった。物資は，薬品，衣類，日用品の別にで

きるだけ同一のものごとに梱包するとともに，さら

に，梱包を開けなくても予め決められた包装の色で

識別できるなどのルールづくりが必要である。

また，現地ニーズの受入れ窓口，情報の集約，物

資の受入れ，配送の手配等の拠点となる「物資支援

センター（仮称）」を近隣の拠点地域に設ける等，物

資の情報の集約，配送に関するシステムをつくる必

要がある。

物資が，学校，職場，近隣自治会などで，前述の

ような一定のルールに従って予め仕分けされ，それ

らがさらに自治体，都道府県等の広域で集約される

こと，そのうえで物資支援センターに集約され，現

地の必要な場所に，必要な時に配送されるような仕

組みづくりの検討が必要である。

ボランティア団体と行政との連携・協力のあり方

8．行政は，ライフラインの復興，行政の施策・動

向等の情報を，ボランティア団体に対して的確に

伝えることが必要である

現地で支援活動を行ったボランティア団体からは，

ライフラインの復興，公共交通の復興・規制，行政

施策の動向等，被災地全体の状況の把握が非常に困

難であったという指摘が強い。例えば，ガス，水道

などの復旧に伴い多くの被災者が自宅にもどること

で，初期に行われていたボランティアによる炊き出

し活動の必要性が変化していくなど，ボランティア

による支援活動の役割，内容はライフラインの復興

等の状況に大きく影響を受ける。交通規制や公共交

通の復旧なども，ボランティア団体の資源調達，ボ

ランティアの活動地域に大きな変化を及ぼした。行

政による適切な情報提供は，ボランティア団体と通

　

切な連携，協力を行う際の基礎であり，必要不可欠

である。

また，小規模な避難所や在宅者の状況などボラン

ティア団体がより正確に把握している情報もあり，

行政は，ボランティア団体との情報共有を図る必要

がある。

9．行政の防災計画には，ボランティア，ボランテ

ィア団体との協働の体制づくり，支援計画を明確

に盛り込む必要がある

行政の防災計画には，ボランティア，ボランティ

ア団体，民間団体との協働体制づくり，活動が行わ

れやすい支援のあり方等を明確に盛り込む必要があ

る。その際は，ボランティア団体の活動拠点等につ

いても考慮する必要がある。



なお，行政は，自ら直接ボランティアの窓口とな

り，ボランティアの受付，仕事の割り振りを行うよ

りは，直接のボランティアとの関係はボランティア

団体に委ねることとし，むしろ，ボランティア団体

との協力関係をつくり，必要な調整を行う仕組みを

設けることが本来的に重要である。

10．行政側にボランティア団体との窓口となるコー

ディネーターを設置し，ボランティア団体との協

働活動が進むよう，行政各部署間との調整を行う

必要がある

行政はボランティア団体に対する行政側の窓口と

なる行政のコーディネーターを明確にし，ボランテ

ィア団体との情報交換，協議等を行うことが必要で

ある。この過程で行政，ボランティア団体双方から

だされた提案，調整案件等について，行政側のコー

ディネーターが行政各部署間の必要な調整を行う必

要がある。

ボランティア団体の活動への支援

11．有効なボランティア活動の展開には相当の経費

がかかることへの理解と，それに対する様々な社

会的支援が必要である

継続的，効果的な支援活動展開には，訓練された

専門職員，拠点や本部機能が必要となる。それらの

職員の派遣・滞在費用，保険料，現地と本部の日常

的な通信・連絡費，現地拠点維持に係る諸経費，長

期間中心的に活動するボランティアリーダーへの若

干の活動費の補助等，活動には多大な経費がかかっ

ている。特に，今回のように大規模災害では2～3

か月の継続的な活動が必要となるが，活動拠点の維

持に関わる費用の負担，莫大な通信費の負担等，も

ともと財政的基盤の弱いボランティア団体は財政的

な窮状を訴えており，計画された本来事業の運営を

取り止めざるを得ない等の状況が起きている。

ボランティア団体やボランティアによる支援活動

に対しては，本来，市民一人ひとりの共感と連帯意

識にもとづく社会的な支援が行われることが望まし

い。しかし，ボランティア活動の展開・組織化に相

当の経費がかかることについての理解はまだ充分で

ない。市民の理解を求めながら，ボランティア団体

の活動経費についても募金，寄附等をつのるなど，

財源調達における改善が必要である。

12．継続的な支援活動を展開する場合，ボランティ

アコーディネーター等の適切な交代・休息等が必

要であり，そのためのボランティア団体同士の連

携，後方支援が重要である

今回のように支援活動が長期に及ぶ場合，ボラン

ティアコーディネーター等が適切に交代・休息でき

る体制が不可欠である。コーディネーター等は，現

地に長くいる中で，自分の能力を越えた現実や被災

者の様々なニーズに直面することで，多大なストレ

スを受け，疲労が蓄積する。適切な交代，休息がな

ければ，判断力の低下，無力感などにみまわれ，結

局は活動の質を低下させることとなる。1週間で現

地と交代する，少なくとも3日に1回は睡眠，入浴

などが充分にとれるようにするなどの体制づくりが

必要である。また，このようなローテーションがで

きるためには，ボランティア団体同士の協力と後方

支援が必要である。

13．支援活動展開には，ボランティア団体への後方

支援体制が必要である。身近な地域でできる継続

的な後方支援の輪を広げ，活動を支える市民のす

そ野が広がる必要がある

ある県では，県内のボランティア団体，企業，労

働組合，協同組合，マスコミ等で支援委員会を組織

化し，現地にいったボランティアからの報告会，こ

れから派遣されるボランティアの事前学習，支援物

資の調達・仕分け・配送，活動資金の支援募金活動，

県民へのピーアール活動などを展開していった。NGO

も，現地での活動を展開する一方，各地で共同の報

告会，シンポジウムなどを開催した。

実際，ボランティアや職員の派遣，情報，資金，

活動資金の調達などを行う後方支援機能・体制がし

っかりしていなければ現地の活動は継続できない。

　



わが国では，まだまた後方支援活動の重要性が充分

に理解されているとはいいがたく，地道な後方支援

活動への参画は乏しい。市民の理解の輪を広げる取

組を，身近な地域の中で，ボランティア団体，市民

が一緒につくっていくことが必要である。

14．ボランティアが安心して活動できるようボラン

ティア保険の充実が必要である

今回，余震による被災が懸念される中で多くボラ

ンティアが活躍した。これらボランティアが少しで

も安心して活動できるよう，緊急に従来のボランテ

ィア保険を一部拡充し，天災担保付きのボランティ

ア保険が開発されたのは大きな意味を持った。今後

も大規模災害時には，速やかに同種の保険が適用さ

れるよう，ボランティア保険の登録をコンピュータ

で管理し，災害時に活動する時には速やかに天災に

よる事故に対応できるようにするなど，運用改善を

図る必要がある。

また，これらの保険料はボランティア自らが負担

することが多いが，止むにやまれぬ気持ちで行われ

る活動であることから，市民の連帯により支える仕

組みも必要である。

15．被災地には現在も様々な支援ニーズがある。身

近でできる活動を始め息の長い支援活動を行う必

要がある

避難所にはいまでも市民が生活し，その多くは高

齢者等である。仮設住宅に移った高齢者，障害者で

あっても，住宅のトイレ，風呂等が狭陰なこともあ

り様々な生活支援を必要としている。また，かつて

のコミュニティが崩壊したため，従前の地域での相

互扶助，交流などがなくなり，孤立・孤独などの問

題が生じている。

このような生活課題にたいして，日常的な生活支

援，話相手などの活動，生活環境の美化など生活に

潤いをもたらす活動等，ボランティアらしい取りく

みが求められており，息の長い支援活動を行う必要

がある。

「広がれボランティアの輪」連絡会議構成団体

○会長…高原須美子（経済評論家）

○副会長…阿部　志郎（横須賀基督教社会館館長／中央社会福祉審議会・地域福祉専門分科会会長）

○構成団体（50音順）

【ボランティア活動推進・実施団体】

NGO活動推進センター

おもちゃの図書館全国連絡会

勤労者リフレッシュ振興財団・勤労者ボラン

ティアセンター

さわやか福祉財団

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会

全国子ども会連合会

全国社会福祉協議会

全国母親クラブ連絡協議会

全国老人クラブ連合会

中央共同募金会

長寿社会文化協会

日本いのちの電話連盟

日本青年奉仕協会
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日本赤十字社

日本病院ボランティア協会

【都道府県レベルのボランティア活動推進団体】

大阪ボランティア協会

東京ボランティア・センター

【ボランティア活動受入れ施設・団体】

全国国民健康保険診療施設協議会

全国身体障害者施設協議会

全国保育協議会

全国老人福祉施設協議会

全国養護施設協議会

【経済・商工関係】



経済同友会

日本経営者団体連盟

日本商工会議所

【農業協同組合関係】

全国農業協同組合中央会

【生活協同組合関係】

日本生活協同組合連合会

【労働組合関係】

日本労働組合総連合会

労働者福祉中央協議会

【マスコミ関係社会事業団】

朝日新聞東京厚生文化事業団

NHK厚生文化事業団

毎日新聞東京社会事業団

読売光と愛の事業団

【教育関係，青少年団体関係】

国際婦人教育振興会

修養団

全国高等学校PTA連合会

全国国立大学附属学校PTA連合会

全国地域婦人団体連絡協議会

日本社会事業学校連盟

日本博物館協会

日本PTA全国協議会

日本BBS連盟

日本YMCA同盟

日本友愛青年協会友愛青年連盟

ハーモニイセンター

モラロジー研究所
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